
幼児教育の無償化 
2019年10月からスタート 

預かり保育料が 
450円×月利用日数分助成されます。 
(月額11,300円の範囲まで) 
預かり保育料をこれまで通り 
お支払いしていただいた後、 
3か月分まとめて市から助成されます 

※対象となるための認定要件があります。 
 (就労や疾病等の保育の必要性の認定) 

（問合せ先） 
  習志野市 こども部 こども保育課 
  TEL：０４７－４５３－７３６４ 
   

無償化の対象となるには、 

まずは、認定申請書の提出
が必要です。 
６月頃、幼稚園から配布される認定申請書に必要事
項を記入の上、幼稚園へご提出ください。 
 

習志野市外私立幼稚園 習志野市民の子ども向け 

給食食材料費（副食費おかず等）が 
 上限4,500円（月）助成されます。 
食材料費（給食費）をこれまで通り 
お支払いしていただいた後、 
3か月分まとめて市から助成されます 
※主食（ごはん等）の助成は検討中です。 
※年収３６０万円未満相当世帯は幼稚園就園

奨励費A階層〰C階層となります。  

幼児教育の無償化により、幼稚園は保育料と入園料（入園年度に月額換算）で 
月２５，７００円まで軽減されます。また対象に該当する方は預かり保育料と 
給食費（食材料費）が助成されます。 
以下のように保育料等が軽減されます。 

―年収３６０万円未満世帯・第３子以降対象― 

―無償化後 お支払例― 

―共働き世帯の子どもなど保育が必要な子ども対象― 

※ 預かり保育の実施時間等が少ない(平  
 日の預かり保育の提供時間が8時間未満  
 又は、年間開所日数が200日未満) 場合、 
 預かり保育のほか認可外保育施設等の 
 利用が無償化対象となります。 
※ 満3歳児は市町村民税非課税世帯のみ 
 満3歳になった日から満3歳後最初の3月 
 31日までの月額16,300円までの範囲で 
 助成されます。(4月1日以降は、月額 
 11,300円の範囲で助成。) 

 保育料（月） ※入園料 預かり 給食費 その他 

０円 
（25,500円減免） 

77,600円 
（2,400円減免） 

これまで通り 
（対象者のみ助成有

下記参照） 

これまで通り 
（対象者のみ助成有

下記参照） 
これまで通り 

※今年度の入園料については、既にお支払いいただいているため、上記減免額の１／２（無償化対象の
半年分）を還付する予定です。 

 保育料（月） 入園料 預かり 給食費 その他 

4,300円 
（25,700円減免） 

80,000円 
（0円減免） 

これまで通り 
（対象者のみ助成有

下記参照） 

これまで通り 
（対象者のみ助成有

下記参照） 
これまで通り 

例１ 

例２ 

例１）保育料月額25,500円 入園料80,000円の場合 
例２）保育料月額30,000円 入園料80,000円の場合 


